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令和２年４月３０日 

 

新型コロナウイルス感染症に係る 

臨時休業について（その２） 

 次の施設につきましても休館期間を、５月６日（水）までとしておりましたが、

宮城県に対する緊急事態宣言が延長された場合は、同じ期間延長します。 

 

＜公共施設の休館＞ 

・無料体育施設：増田体育館、増田グラウンド、高舘体育館、高舘グラウンド、

閖上体育館、閖上グラウンド、名取が丘グラウンド、高舘河川

グラウンド、相互台東グラウンド、箱塚グラウンド  

・農村婦人の家 

・市内公園に設置される大型複合遊具及び海の見える丘公園のテニスコート 

  

※詳細は、各施設にお問い合わせください。 

 

 

 

                問い合わせ 

                 名取市教育委員会文化・スポーツ課 小松 

                 TEL022(724)7177 

                                  生活経済部農林水産課 相澤 

                 TEL022(724)7153  

                                  建設部都市計画課 渡邊 

                 TEL022(724)7125 


